
た ま が わ  つ る み が わ さ が み が わ  

点検方法 
点検は、外観を目視により状態把握することを基本とし、必要に応じて計測や打音検査などを併用して行います。 

京浜河川事務所リバーシビックマネージャー機関紙          ２０１５年１０月号【１５９号】

  

国土交通省関東地方整備局 京浜河川事務所ＲＣＭ事務局 URL：http://www.ktr.mlit.go.jp/keihin/ 
TEL：045-503-4015 FAX：045-503-4092 メール／keihia50@ktr.mlit.go.jp 
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リバーシビックマネージャー（ＲＣＭ）：住民のボランティア活動の一環として、河川管理の支援をしていただくことを目的に創設された制度です 

 ９月８日～１０日にかけて関東地方を襲った降雨につきましては、当紙９月号で
ご紹介させて頂きましたが、堰改築及び堰上流部河道掘削の効果に関するペー
ジを追加した「出水概要（第 2 報）」を京浜河川事務所のＨＰに掲載しています。 

河川の平常時と出水時の状況が対比できる写真や、雨量水位の推移状況が
分かる表なども掲載していますので、是非ご覧下さい。 

京浜河川事務所では年に２回堤防除草を行っていますが、その大きな目的をご存じでしょうか。 
京浜河川事務所では出水期前の５月～６月頃と、台風期の９月～１０月にかけて年２に回、堤防点検を行って

おり、現在管内河川の点検（台風期）を実施しています。 
近年の異常な豪雨が頻発する状況にあっては、堤防等河川管理施設を適切に維持管理することにより、持続

的な安全を確保する事が益々重要となっており、堤防の機能維持を図るためには、堤防点検による状態把握が
特に重要です。堤防点検の実施にあたり、堤防が草で覆われていると堤防本体の状態把握が難しいため、堤防
点検にあわせて除草を行っているところです。 

この点検により、堤防の変状箇所の発見や治水上の危険性を把握し、必要な対策を行っています。 

点検結果による変状の評価 
変状毎の点検結果の評価は、下表の区分で行います。 

点検結果評価に基づく対応 
点検結果の評価に基づき、「継続的な監視」、「施設の機能に支障が生じる前に実施する補修」、「施設機能に支障が生じて

いる施設の抜本的な修繕等の措置」を行い、長期的な機能維持を行うなど、適切な対応を講じます。 

評価区分
ａ ｂ ｃ ｄ

異常なし 要監視段階 予防保全段階 措置段階

状態

・目視できる変状がない、または目視でき
る軽微な変状が確認されるが、構造物の
機能に支障が生じていない状態

・目視できる変状（軽微な補修を必要とす
る変状を含む）が確認されるが、構造物
の機能に支障は生じていない状態
・進行する可能性のある変状が確認さ
れ、経過を監視する必要がある状態

・構造物の機能に支障は生じていない
が、予防保全観点から措置を行うことが
望ましい状態

・構造物の機能に支障が生じている状態
・措置（補修又は更新）が必要な状態

この他に、「目視点検では評価が困難であり、詳細調査を必要とする状態」の区分あり

区分 

変状の原因 
堤防の法面における踏み荒らし・裸地化・浸等、天端における亀裂・不陸等、コンクリート護岸等における沈下・破損等 

※写真は過去の点検状況です 

この点検の他にも、安全利用点検や占用許可物件の検査等も定期的に実施し、河川の安全･安心に努めています。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相模川分科会 長谷川様 
相模川右岸堤防平塚市中堂地先川表道路から砂利道に置い

てあるロードコーンが、連日、壊され続けています。 

地権者や地域住民･散歩者、サン・ライフ及びベルマーレ関係者

等、また、競輪の車両の出入りのためにも、貴庁若しくは平塚市な

ど所有管理する行政へ連絡をして頂き、破壊されたロードコーン

の管理及び駐車破壊車両への指導等の徹底をお願い申し上げま

す。 

 

【巡視等で確認を行っていきたいと思います】 

ＲＣＭの皆様からのご報告お待ちしています！ 

RCM 事務局より 
北の方から紅葉の便りが届けられる季節になりました。多摩川上流の奥多摩もそろそろ色づき始めるのではないでしょう

か。運動、食欲、読書の秋。何をやるにしても快適な季節ですね。皆さん何か自分だけの秋を見つけて、「こんな事があった
よー」と教えて下さい。                                                  RCM 事務局 山口 

浅川分科会 加藤様 
自然環境についてのモニタリング報告を頂きました。 

 

【ご報告ありがとうございました！】 

一部内容を省略させていただいています。ご了承ください。 

※個別対応状況等は記載されていませんが、頂いた情報は個

別に対応・所内情報共有させていただいています。 

 京浜河川事務所ではＲＣＭの皆様の普段の活動内容の発表や情報交換、ＲＣＭ相互間の懇親等を目的とし
て、毎年２回担当河川毎の分科会を開催しています。 

９月２日（水）の浅川分科会を皮切りに、９月２９日（火）の多摩川上流分科会まで、第８期ＲＣＭ平成２７年度
前期分科会として、全７分科会を各地において計６回（鶴見川については合同）開催致しました。 

 意見交換では築堤工事の

状況、クリーンデーの情報、

子供たちへの教育支援、災害

時の避難について、河川利用

のマナー問題等多岐にわたる

話題があり、ＲＣＭの皆さんの

情報、知識、川に対する想い

などがうかがえました。 

平成２７年度前期分科会開催状況
分科会名 実施会場 参加人数 実施日

１名
１名

多摩川上流分科会 出張所会議室 １名 9月29日
多摩川中流分科会 二ヶ領せせらぎ館 ５名 9月15日
多摩川下流分科会 出張所会議室 ２名 9月17日
浅川分科会 日野市平山交流センター ４名 9月2日
相模川分科会 出張所会議室 ３名 9月8日

鶴見川上下流
合同分科会

鶴見川流域センター会議室 9月10日

 皆さんお忙しいところ、各分科会に参加していただきありがとうございました。後期分科会については２月から３月頃を予

定していますので、都合により今回参加できなかった皆様方も是非ご参加下さい。 

相模川分科会 多摩川上流分科会 浅川分科会 多摩川中流分科会 多摩川下流分科会 

鶴見川合同分科会 

 

0 1 2 3 4 5

自然環境

不法投棄・ゴミ

河川利用

ホームレス

占用

事故・事件

構造物の維持管理・修繕

その他

対象分野

0 1 2 3 4 5

モニタリング

利用者への啓発

住民要望の聞き取り

問題解決の提案

質問・意見・要望

その他

連絡内容 管 轄 区 間 登録人数 報告人数 報告件数

鶴 見 川 下 流 6人 0人 0件

鶴 見 川 上 流 6人 0人 0件

多 摩 川 下 流 7人 0人 0件

多 摩 川 中 流 9人 0人 0件

多 摩 川 上 流 3人 0人 0件

相 模 川 7人 1人 1件

浅 川 8人 1人 1件

合 計 46人 2人 2件


